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決 

 

裁 

教育長 課 長 主 幹 担当スタッフ 合  議 

    社会教育班 給食センター 

令和 8 年第 1回上富良野町教育委員会会議録 

 

１． 令和 8 年 1 月 27 日(火)9 時 00 分開会の第 1 回上富良野町教育委員会は、上富良野町社

会教育総合センターに招集された。 

 

 

２．開  会   令和 8年 1月 27 日(火) 9 時 00 分 

 

 

３．出席委員 

教育長  鈴 木 真 弓  

委 員  三 熊 邦 彦 

委 員  久 保 麻 子 

委 員  四 釜 充 啓 

委 員  林   憲 億 

 

 

４．事務局職員 

教育振興課長      高 松   徹 

学校教育班主幹（記録）  新 井   晶 

社会教育班主幹      村 上 弘 記 

学校教育指導主事      小山田 雅 春 

 

 

５．閉  会   令和 8年 1月 27 日(火)  10 時 50 分 
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発言者 発 言 の 要 旨 及 び 内 容 

教育長 開会宣言 9 時 00 分 

ただ今から令和 8年第 1回上富良野町教育委員会会議を開催いたします。 

前回の議事録承認について、事務局より報告願います。 

学校教育班 

主幹 

前回の議事録についてご説明します。 

前回、令和 7 年 12 月 23 日開催令和 7 年第 15 回上富良野町教育委員会、議事録に

ついて報告 

報告第 1号 教職員の処分内申について ほか 報告案件 1件 

議案第 1号 上富良野町立学校管理規則の一部改正について 審議し、議案のとお

り承認。会議録署名依頼。 

教育長 それでは、次に諸般の教育行政報告について、説明します。 

（令和 7年 11 月 26日～令和 8年 1月 27 日までの間の教育行政報告として、会議・

行事等の参加状況及び内容について説明） 

前回の教育委員会以降の教育行政について、報告をいたしましたが、何かご質問ご

ざいますか。 

各委員 質問等なし 

教育長 それでは議事に入ります。 

日程第 1 報告第 1号 工事等の発注状況等について、説明をお願いします。 

教育振興課長  ただ今上程いただきました、報告第 1号 工事等の発注状況等について、ご説明し

ます。 

（武道館畳更新、小中学校デジタルカメラ等購入について説明） 

教育長 ただ今説明のありました、報告第 1号 工事等の発注状況等について、ご意見、ご

質問等ありませんか。 

三熊委員 畳更新について２セットとは、どういう使用方法か。 

教育振興課長  交換しながら使用するのと、大会等の時に剣道場にも敷いて使用する予定である。 

教育長  ほかにご質問等はありませんか。 

久保委員  タブレットは誰が使うものか。 

教育振興課長  他の自治体で個人のタブレットを使用し盗撮していた問題があったことから、学校

での記録等に使用する。 

久保委員  タブレットは誰が使うものか。 

林委員  契約金額から枚数を割ると畳の単価が高いように思えるが。 

教育振興課長  柔道連盟が公式として採用している畳である。 

社会教育班主

幹 

少年団等にも協議し、畳の仕様を決定している。また、契約金額には処分費用も含

まれている。 

林委員  タブレットとデジタルカメラの購入単価いくらか。 

学校教育班主

幹 

 入札によりどちらとも２万円以下となっている。 

教育長  ほかにご質問等はありませんか。 

各委員 質問等なし 

教育長 なければ、報告第 1号 工事等の発注状況等について、承認してよろしいでしょう
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か。 

各委員 承認 

教育長 次に日程第 2 報告第 2 号 上富良野町教育委員会事務局職員の人事発令につい

て、説明をお願いします。 

教育振興課長  ただ今上程いただきました、報告第 2号 上富良野町教育委員会事務局職員の人事

発令について、ご説明します。 

（発令内容について説明） 

教育長  ただ今説明のありました、報告第 2号 上富良野町教育委員会事務局職員の人事発

令について、ご意見、ご質問等ありませんか。 

各委員 質問等なし 

教育長 なければ、報告第 2号 上富良野町教育委員会事務局職員の人事発令について、承

認してよろしいでしょうか。 

各委員 承認 

教育長 次に日程第 3 報告第 3 号 上富良野町立学校職員の過重労働による健康障害防止

対策取扱要領の制定について、説明をお願いします。 

教育振興課長  ただ今上程いただきました、報告第 3号 上富良野町立学校職員の過重労働による

健康障害防止対策取扱要領の制定について、ご説明します。 

（要領の要旨について説明） 

教育長 本日の議事について全て終了しましたが、委員よりご質問等ありませんか。 

教育長  ただ今説明のありました、報告第 3号 上富良野町立学校職員の過重労働による健

康障害防止対策取扱要領の制定について、ご意見、ご質問等ありませんか。 

三熊委員 従事時間８０時間以上でないと産業医の面接を受けることはできないのか。 

教育振興課長  過重労働に起因した健康上の不安があり、面接を希望すれば受けることができる。 

四釜委員 従事時間とは。 

教育振興課長  自宅に持ち帰り行った業務も含む。 

教育長  ほかにご質問等はありませんか。 

各委員 質問等なし 

教育長 なければ、報告第 3号 上富良野町立学校職員の過重労働による健康障害防止対策

取扱要領の制定について、承認してよろしいでしょうか。 

各委員 承認 

教育長 本日の議事について全て終了しましたが、委員よりご質問等ありませんか。 

各委員 質問等なし 

教育長  それでは、これをもちまして、本日の令和 8年第 1回上富良野町教育委員会会議は、

終了させていただきます。 

閉会 10 時 50 分 
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   この会議次第は、書記の記録したものであるが、その内容が正確なことを証するため、 

ここに署名する。      

              教育長                     

              委  員                     

              委  員                     

       委 員                     

              委  員                     

        

調整員                     


